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ド
イ
ツ
に
お
け
る
建
築
活
動
に
対
す
る
事
前
介
入
手
続
の
変
容

―
―
建
築
監
督
行
政
庁
の
審
査
の
緩
和
を
中
心
に
―
―

荒

木

修

一

序

二

簡
略
許
可
手
続

（
１
）

概
要

（
２
）

建
築
監
督
上
の
義
務
的
な
審
査
の
範
囲

（
３
）

建
築
監
督
上
の
義
務
的
で
は
な
い
審
査

三

届
出
手
続

（
１
）

伝
統
的
な
届
出
手
続

（
２
）

そ
の
修
正

（
３
）

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
届
出
手
続

四

許
可
要
否
判
定
手
続

（
１
）

概
要

（
２
）

計
画
適
合
性
の
要
件

（
３
）

ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
形
式
的
な
審
査

（
４
）

ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
実
体
的
な
審
査

五

終
わ
り
に
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一

序

本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
建
築
活
動
に
対
す
る
事
前
介
入
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
緩
和
・
迅
速
化
の
現
状
と
そ
れ
に
伴
う
法

的
問
題
を
紹
介
す
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
住
居
需
要
の
急
増
に
対
処
す
べ
く
住
居
建
設
の
促
進
を
目
的
と
し
て
建

築
許
可
手
続
に
よ
る
審
査
が
多
様
に
取
り
除
か
れ
て
き
た
が
、
特
に
ラ
ン
ト
法
で
あ
る
建
築
秩
序
法
の
導
入
し
た
も
の
を
扱（
１
）

う
。

こ
れ
ら
は
、
直
接
的
に
は
住
居
建
設
の
促
進
を
目
的
と
す
る
が
、
社
会
経
済
的
な
文
脈
に
お
い
て
は
、
経
済
上
の
立
地
と
し
て
の
ド

イ
ツ
の
地
位
強
化
を
図
る
た
め
の
事
前
介
入
に
よ
る
規
制
の
緩
和
或
い
は
国
家
・
行
政
の
負
担
軽
減
を
進
め
る
潮
流
の
一
端
で
も
あ

（
２
）

る
。
建
築
活
動
の
迅
速
化
及
び
行
政
庁
の
負
担
軽
減
は
そ
の
適
用
範
囲
を
住
居
建
設
に
限
定
し
た
テ
ス
ト
の
後
に
容
易
に
そ
の
他
の
建

築
案
を
も
対
象
に
広
げ
る
と
い
う
予
測
は
早
い
段
階
か
ら
見
ら
れ（
３
）

た
。
そ
の
直
接
の
学
問
的
支
え
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
行
政
法
改

革
の
議
論
に
お
い
て
、
行
政
行
為
か
ら
共
同
善
確
保
と
い
う
複
雑
な
任
務
に
観
点
を
移
つ
こ
と
が
説
か
れ
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
建
築
許

可
手
続
か
ら
の
変
容
の
基
礎
の
一
部
と
な
っ
て
い（
４
）

る
。

と
こ
ろ
で
、
ラ
ン
ト
の
建
築
秩
序
法
に
お
い
て
、
建
築
活
動
に
対
す
る
事
前
介
入
を
可
能
と
す
る
手
続
と
し
て
、
現
在
、
建
築
許
可

手
続
、
そ
れ
を
簡
略
化
し
た
建
築
許
可
手
続
（
簡
略
許
可
手
続
）、
建
築
届
出
手
続
（A

n
zeigeverfah

ren

）、
建
築
許
可
要
否
判
定

手
続
（G

en
eh

m
igu

n
gsfreistellu

n
gsverfah

ren

）
（
５
）

の
四
つ
が
あ
る
。
前
二
者
で
は
そ
の
詳
細
を
除
い
て
各
ラ
ン
ト
の
定
め
に
共

通
性
が
高
い
が
、
後
二
者
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
各
ラ
ン
ト
に
独
特
な
制
度
に
つ
い
て
は
余
り
触
れ
な
い
。

以
下
、
建
築
活
動
に
対
す
る
事
前
介
入
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
緩
和
・
迅
速
化
す
べ
く
導
入
さ
れ
て
い
る
後
三
者
に
つ
い
て
、
各
手

続
の
流
れ
と
そ
こ
に
お
け
る
審
査
の
特
徴
的
な
と
こ
ろ
を
示
し
、
緩
和
・
迅
速
化
に
伴
う
若
干
の
法
的
問
題
を
検
討
す（
６
）

る
。
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二

簡
略
許
可
手
続

（
１
）

概
要

簡
略
許
可
手
続
と
は
、
そ
こ
で
建
築
計
画
が
適
合
性
を
審
査
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
公
法
規
範
の
範
囲
が
建
築
許
可
手
続
に
比
し
て
限
定

さ
れ
て
い
る
手
続
を
い
う
。
こ
の
手
続
は
既
に
一
九
七
〇
年
代
か
ら
見
ら
れ
、
現
在
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
と
ハ
ン
ブ
ル

ク
を
除
く
各
ラ
ン
ト
の
建
築
秩
序
法
に
そ
の
定
め
が
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
は
適
用
対
象
と
な
る
べ
き
建
築
案
を

六
つ
の
類
型
例
の
中
か
ら
ラ
ン
ト
立
法
者
が
選
択
す
る
と
い
う
形
で
定
め
て
い
る
。
特
殊
建
築
物
を
除
く
全
て
を
簡
略
許
可
手
続
の
適

用
対
象
と
す
る
類
型
、
特
殊
建
築
物
で
な
い
限
り
住
居
建
築
物
を
全
て
適
用
対
象
と
す
る
類
型
、
更
に
住
宅
建
築
物
で
あ
っ
て
も
高
さ

に
よ
っ
て
適
用
対
象
か
ら
外
す
類
型
等
が
あ
る
（
六
四
条
）。
現
在
の
各
ラ
ン
ト
の
建
築
秩
序
法
に
よ
る
適
用
対
象
の
範
囲
は
様
々
で

あ
る
。
住
居
建
築
物
、
特
に
低
層
住
居
建
築
物
を
適
用
対
象
と
す
る
の
は
立
法
目
的
で
あ
る
住
居
需
要
へ
の
対
処
の
た
め
で
あ
る
が
、

住
居
利
用
に
関
し
て
建
築
秩
序
上
・
建
設
計
画
上
の
紛
争
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
低
い
こ
と
も
、
建
築
監
督
の
緩
和
・
迅
速
化
の
一
因
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
途
混
在
型
の
住
居
建
築
物
へ
の
適
用
に
は
立
法
上
も
解
釈
上
も
争
い
が
あ
（
７
）

る
。

伝
統
的
に
は
、
建
築
許
可
手
続
に
お
い
て
全
て
の
公
法
規
範
へ
の
建
築
案
の
合
致
が
審
査
さ
れ
て
き
た
。
簡
略
許
可
手
続
は
審
査
さ

れ
る
公
法
規
範
の
範
囲
の
縮
小
に
よ
っ
て
手
続
に
要
す
る
時
間
の
短
縮
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
簡
略
許
可
手
続
を
設
け
る
意
義
は
、

規
模
が
小
さ
く
構
造
の
単
純
な
建
築
案
で
は
公
法
規
範
の
う
ち
で
実
際
に
扱
わ
れ
る
も
の
は
ル
ー
テ
ィ
ン
作
業
的
に
審
査
さ
れ
る
も
の

に
過
ぎ
な
い
と
の
考
え
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
〇
二
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
で
は
、
建
築
許
可
手
続
そ
の
も
の
が
伝
統

的
な
意
味
と
は
異
な
り
、
審
査
さ
れ
る
公
法
規
範
の
範
囲
は
全
て
の
公
法
規
範
で
は
な
い
。
建
築
監
督
行
政
庁
は
建
設
法
典
二
九
条
乃

至
三
八
条
に
定
め
ら
れ
る
建
築
設
備
の
許
容
性
に
つ
い
て
の
規
定
（
一
号
）、
建
築
秩
序
法
又
は
そ
れ
に
基
づ
く
規
定
の
定
め
（
二
号
）、
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他
の
公
法
規
定
に
定
め
ら
れ
る
決
定
が
建
築
許
可
の
た
め
に
行
わ
れ
ず
又
は
代
替
さ
れ
る
限
り
で
か
か
る
公
法
上
の
定
め
（
三
号
）
を

審
査
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
六
四
条
）。

（
２
）

建
築
監
督
上
の
義
務
的
な
審
査
の
範
囲

一

簡
略
許
可
手
続
で
は
ど
の
よ
う
な
公
法
規
範
が
そ
の
適
合
性
を
審
査
さ
れ
な
い
の
か
。
二
〇
〇
二
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
で
は
、

建
設
法
典
二
九
条
乃
至
三
八
条
の
定
め
る
建
築
設
備
の
許
容
性
に
つ
い
て
の
規
定
（
一
号
）、
六
七
条
一
項
及
び
二
項
二
文
の
意
味
に

お
け
る
特
例
（A

bw
eich

u
n

g

）（
二
号
）、
他
の
公
法
規
定
に
定
め
ら
れ
る
決
定
が
建
築
許
可
の
た
め
に
行
わ
れ
ず
又
は
代
替
さ
れ
る

限
り
で
か
か
る
公
法
上
の
定
め
（
三
号
）
の
審
査
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
六
三
条
）。
即
ち
、
建
築
秩
序
法
の
定
め
る
実
体
的
な
規
範

は
建
築
監
督
上
の
審
査
か
ら
全
く
外
さ
れ
て
い
る
。
現
在
多
く
の
ラ
ン
ト
の
建
築
秩
序
法
は
、
建
築
秩
序
法
分
野
の
技
術
的
な
規
範
に

係
る
審
査
を
外
す
も
の
の
、
敷
地
の
建
築
可
能
性
、
後
退
距
離
の
規
定
や
駐
車
場
設
置
義
務
の
履
行
等
相
隣
法
上
重
要
な
意
義
を
持
つ

規
範
へ
の
合
致
の
審
査
を
定
め
て
い
る
。
ラ
ン
ト
の
立
法
権
限
上
、
連
邦
法
で
あ
る
建
設
計
画
法
分
野
の
公
法
規
範
（
モ
デ
ル
建
築
秩

序
法
六
三
条
一
号
）
は
審
査
さ
れ
、
ま
た
、
建
築
秩
序
法
・
建
設
計
画
法
分
野
で
は
な
い
そ
の
他
の
公
法
（B

au
n

eben
srech

t

）
の

審
査
も
そ
れ
が
連
邦
法
で
あ
れ
ば
外
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

二

建
築
秩
序
法
分
野
に
お
け
る
審
査
の
要
否
を
画
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
概
括
的
に
い
え
ば
、
技
術
的
な
規
範
か
否
か
で
あ
る
。

技
術
的
な
規
範
へ
の
建
築
案
の
適
合
性
の
審
査
・
判
断
は
、
一
定
の
資
格
の
あ
る
設
計
者
や
認
証
を
受
け
た
専
門
家
に
よ
っ
て
可
能
な

た
め
外
さ
れ
得
る
。
建
築
秩
序
法
分
野
の
審
査
を
簡
略
許
可
手
続
か
ら
全
て
外
し
た
二
〇
〇
二
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
は
そ
れ
に
代

替
す
る
規
定
を
設
け
る
。
安
定
性
、
防
火
、
防
音
、
断
熱
、
耐
震
に
係
る
規
定
へ
の
適
合
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
（
六
六
条

一
項
一
文
）、
建
築
技
術
上
の
適
合
証
明
（N

ach
w

eise

）、
そ
の
作
成
者
及
び
そ
れ
に
対
す
る
審
査
に
係
る
規
定
は
、
適
合
性
が
審
査

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
建
築
技
術
上
の
規
範
や
建
築
案
の
規
模
に
応
じ
て
組
み
合
わ
せ
ら
れ（
８
）

る
。
第
一
に
、
書
類
の
提
出
権
能
を
有
す
る
こ

論 説
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と
（B

au
vorlageberech

tigu
n

g

）
は
原
則
的
に
全
て
の
建
築
案
に
つ
い
て
建
築
技
術
上
の
適
合
証
明
の
作
成
権
能
を
含
む
（
六
六

条
一
項
二
文
）。
第
二
に
、
安
定
性
及
び
防
火
の
適
合
証
明
の
作
成
者
に
は
付
加
的
な
資
格
が
要
求
さ
れ
る
（
二
項
）。
第
三
に
、
そ
れ

ら
の
う
ち
、
大
規
模
な
も
の
に
つ
い
て
の
み
建
築
技
術
上
の
適
合
証
明
に
対
す
る
審
査
が
行
わ
れ
る
（
三
項
、
四
項
一
文
前
段
）。
な

お
、
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
は
、
か
か
る
審
査
を
行
う
の
が
建
築
監
督
行
政
庁
で
あ
る
か
或
い
は
行
政
受
任
者
と
し
て
の
私
的
な
審
査
機

関
で
あ
る
か
は
ラ
ン
ト
立
法
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

規
範
が
数
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
解
釈
上
の
疑
義
が
生
じ
難
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
建
築
案
の
そ
の
適
合
性
に
つ
い
て
将
来
の
紛
争

の
可
能
性
が
高
い
場
合
や
、
解
釈
上
の
疑
義
が
生
じ
や
す
い
文
言
か
ら
構
成
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
、
相
隣
関
係
を
調
整
す
る
故
に
隣
人

保
護
規
範
性
の
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
私
人
に
よ
る
判
断
を
審
査
す
る
仕
組
み
が
慎
重
に
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
後
者

で
は
、
か
か
る
規
範
に
違
反
す
る
建
築
案
が
実
施
さ
れ
る
と
き
に
は
、
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
る
事
後
介
入
の
み
な
ら
ず
、
隣
人
の
提

起
す
る
訴
訟
に
よ
り
そ
の
違
法
性
の
是
正
が
建
築
主
に
求
め
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
建
築
技
術
上
で
は
な
い
規
範
の
う
ち
敷
地
の
建

築
可
能
性
の
判
断
は
複
雑
で
あ
り
、
相
隣
関
係
へ
の
影
響
が
大
き
い
。
こ
れ
を
簡
略
許
可
手
続
に
お
け
る
審
査
か
ら
外
し
た
二
〇
〇
二

年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
が
今
後
の
ラ
ン
ト
の
立
法
に
際
し
て
方
向
付
け
の
機
能
を
果
た
し
得
る
か
、
不
明
で
あ
る
。

三

二
〇
〇
二
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
は
、
安
定
性
に
係
る
規
範
へ
の
適
合
性
に
対
し
て
規
模
に
よ
り
一
定
以
上
の
も
の
に
は
義
務

的
に
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
り
審
査
が
行
わ
れ
る
が
そ
の
他
の
も
の
に
は
行
わ
れ
な
い
と
す
る
。
建
築
規
模
の
ほ
か
構
造
の
複
雑
性
等

を
理
由
と
し
て
個
別
事
例
毎
の
判
断
に
よ
り
安
定
性
の
適
合
証
明
に
対
す
る
審
査
を
命
じ
得
る
と
定
め
る
若
干
の
ラ
ン
ト
の
建
築
秩
序

法
（
例
、
バ
イ
エ
ル
ン
建
築
秩
序
法
七
三
条
二
項
三
文
）
と
は
異
な
る
。
そ
こ
で
は
、
適
合
証
明
に
対
す
る
審
査
を
行
う
か
否
に
つ
い

て
の
建
築
監
督
行
政
庁
の
裁
量
行
使
に
際
し
て
、
建
築
技
術
上
の
規
範
へ
の
適
合
性
に
係
る
責
任
を
建
築
主
に
第
一
次
的
に
配
分
す
る

と
い
う
許
可
手
続
の
簡
略
化
と
い
う
立
法
目
的
と
、
建
築
設
備
の
設
置
・
利
用
に
伴
う
危
険
か
ら
の
公
衆
の
保
護
と
い
う
要
請
と
が
対

ドイツにおける建築活動に対する事前介入手続の変容
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立
し
、
特
に
、
生
命
・
健
康
と
い
う
法
益
に
明
白
で
相
当
の
危
険
が
存
在
す
る
と
き
に
こ
の
裁
量
は
零
に
収
縮
す
る
と
い
う
考
え
が
見

ら
れ（
９
）

る
。
安
定
性
は
建
築
設
備
の
利
用
に
と
っ
て
最
大
の
前
提
に
な
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
安
定
性
の
適
合
証
明
に
対
す
る
審
査
が
義

務
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
加
え
、
簡
略
許
可
手
続
の
適
用
対
象
の
拡
大
に
応
じ
て
個
別
事
例
に
お
け
る
事
前
介
入
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
機

会
を
開
い
て
お
く
こ
と
が
妥
当
に
思
わ
れ
る
。

（
３
）

建
築
監
督
上
の
義
務
的
で
は
な
い
審
査

一

簡
略
許
可
手
続
が
届
出
手
続
・
許
可
要
否
判
定
手
続
と
異
な
る
の
は
、
建
築
許
可
又
は
そ
の
拒
否
と
い
う
行
政
行
為
の
形
式
に
よ

り
そ
の
手
続
が
終
了
す
る
点
に
あ
る
。
伝
統
的
な
意
味
に
お
け
る
建
築
許
可
手
続
と
の
違
い
は
交
付
さ
れ
る
建
築
許
可
の
法
的
内
容
に

も
反
映
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
建
築
許
可
は
命
令
・
形
成
的
部
分
と
確
認
的
部
分
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
、
後
者
に
よ
り
、
建
築
案
の
全

て
の
公
法
規
範
へ
の
合
致
を
確
認
す
る
と
い
う
法
効
果
が
建
築
主
に
与
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
連
邦
行
政
裁
判
所
の
一
九
六
四
年
一

二
月
一
七
日
の
判
例
（B

V
erw

G
E

20,
124,

126

）
で
あ
り
、
通
説
的
な
考
え
で
あ
り
、
建
築
案
の
公
法
規
範
へ
の
合
致
は
建
築
許

可
交
付
の
要
件
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
は
少
数
説
で
あ（
１０
）

る
。
簡
略
許
可
手
続
を
経
て
交
付
さ
れ
る
建
築
許
可
に
は
、
建
築
許
可
行
政

庁
に
よ
っ
て
そ
の
適
合
性
が
審
査
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
公
法
規
範
に
建
築
案
が
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
法
効
果
は
与
え
ら

れ
な
い
。

二

簡
略
許
可
手
続
に
お
い
て
は
そ
の
適
合
性
が
審
査
さ
れ
な
い
公
法
規
範
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
規
範
へ
の
建
築
案
の

違
反
を
建
築
許
可
行
政
庁
が
知
り
得
た
場
合
、
如
何
な
る
対
応
が
執
ら
れ
得
る
か
。
即
ち
、
建
築
許
可
行
政
庁
が
事
前
介
入
に
よ
る
審

査
を
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
か
か
る
規
範
へ
の
適
合
性
を
審
査
し
得
る
か
、
そ
の
た
め
に
建
築
主
に
追
加
的
に
情
報
を

求
め
得
る
か
、
か
か
る
規
範
に
違
反
し
て
い
る
と
判
断
し
た
と
き
に
建
築
許
可
を
拒
否
し
得
る
か
、
ま
た
、
事
前
介
入
が
可
能
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
そ
の
限
界
は
ど
の
よ
う
に
引
か
れ
る
の
か
、
問
題
に
な
る
。

論 説
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三

先
ず
、
審
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
規
範
の
適
合
性
に
係
る
事
前
介
入
の
可
否
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
簡
略
許
可
手
続
で
は

建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
る
事
前
介
入
の
権
限
が
限
定
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
適
用
対
象
の
建
築
案
の
迅
速
な
実
施

を
可
能
に
す
る
と
い
う
立
法
目
的
は
、
そ
の
よ
う
な
規
範
へ
の
適
合
性
に
係
る
事
前
介
入
の
権
限
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
ろ
う
。
し
か

し
、
�
建
築
案
に
対
す
る
事
前
介
入
の
手
続
態
様
と
は
無
関
係
に
、
建
築
秩
序
法
の
定
め
る
実
体
的
な
規
範
に
建
築
案
は
原
則
的
に
は

違
反
し
て
は
な
ら
な
い
。
建
築
監
督
行
政
庁
は
全
て
の
建
築
活
動
に
つ
い
て
公
法
規
定
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
（
例
、
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
五
八
条
二
項
）。
こ
れ
は
許
可
手
続
後
だ
け
で
な
く
手

続
中
に
も
可
能
で
あ（
１１
）

る
。
�
建
築
監
督
上
の
一
般
条
項
に
対
す
る
簡
略
許
可
手
続
と
い
う
特
別
法
の
優
先
は
、
立
法
目
的
の
実
現
に
鑑

み
れ
ば
妥
当
な
も
の
の
、
建
築
監
督
行
政
庁
は
危
険
の
発
生
ま
で
介
入
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
結
果
的
に
秩
序
法
と
し
て
の
目
的

を
損
ね（
１１
ａ
）

る
。
ま
た
、
�
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
り
審
査
さ
れ
る
こ
と
な
く
実
体
的
に
違
法
性
を
伴
う
建
築
案
を
実
現
し
て
も
そ
の
違
法

性
は
常
に
是
正
さ
れ
得
る
。
伝
統
的
な
意
味
に
お
け
る
建
築
許
可
が
交
付
さ
れ
る
場
合
、
実
体
的
に
違
法
な
建
築
物
で
あ
っ
て
も
そ
の

確
認
的
効
力
に
よ
り
事
後
介
入
か
ら
保
護
さ
れ
得
る
が
、
簡
略
許
可
手
続
を
経
て
交
付
さ
れ
る
建
築
許
可
は
、
審
査
が
義
務
づ
け
ら
れ

な
い
公
法
規
範
に
違
反
し
て
い
る
建
築
物
を
事
後
介
入
か
ら
保
護
し
な
い
。
そ
れ
故
、
建
築
主
の
法
的
安
定
性
の
保
障
の
観
点
か
ら
も
、

審
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
公
法
規
範
へ
の
適
合
性
に
係
る
事
前
介
入
の
権
限
は
簡
略
許
可
手
続
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
て
い（
１２
）

る
。

四

事
前
介
入
の
権
限
の
限
界
と
し
て
、
如
何
な
る
程
度
の
違
法
性
に
つ
い
て
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
そ
れ
は
許
容
さ
れ
る
か
、
見
て

お
く
。
建
築
活
動
の
適
法
性
に
係
る
責
任
を
第
一
次
的
に
は
私
人
に
移
す
こ
と
や
立
法
目
的
で
あ
る
建
築
活
動
の
迅
速
化
に
鑑
み
れ
ば
、

こ
れ
ら
を
阻
害
し
て
ま
で
建
築
監
督
行
政
庁
が
事
前
介
入
に
よ
り
審
査
す
る
範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。

隣
人
か
ら
建
築
案
に
つ
い
て
建
築
監
督
行
政
庁
に
提
起
さ
れ
た
疑
い
（R

ü
gen

）
の
み
を
契
機
と
す
る
場
合
、
審
査
は
建
築
監
督
行
政

庁
に
と
っ
て
相
当
の
負
担
に
な
る
。
そ
こ
で
、
法
違
反
に
つ
い
て
十
分
に
具
体
的
な
手
が
か
り
の
存
在
す
る
場
合
に
限
り
建
築
主
に
追

ドイツにおける建築活動に対する事前介入手続の変容
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加
的
に
当
該
規
範
の
適
合
性
に
係
る
情
報
の
提
供
を
求
め
得
る
と
い
う
見
解
が
あ（
１３
）

る
。
し
か
し
、
相
隣
関
係
上
の
紛
争
が
生
じ
る
場
合

の
裁
判
手
続
に
よ
る
建
築
活
動
の
遅
れ
に
鑑
み
れ
ば
、
建
築
監
督
上
の
事
前
介
入
に
よ
る
審
査
は
厳
格
に
限
界
を
引
か
れ
る
べ
き
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
建
築
主
が
申
請
さ
れ
た
建
築
許
可
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
権
能
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
白
な
場

合
、
一
般
的
に
、
行
政
手
続
上
の
判
断
を
受
け
る
利
益
の
欠
如
を
理
由
に
行
政
庁
は
か
か
る
申
請
を
拒
否
で
き
る
の（
１４
）

で
、
簡
略
許
可
手

続
に
お
い
て
審
査
さ
れ
な
い
公
法
規
範
へ
の
適
合
性
に
係
る
明
白
性
の
審
査
は
当
然
許
容
さ
れ（
１５
）

る
。

五

更
に
、
そ
の
適
合
性
の
審
査
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
公
法
規
範
へ
の
建
築
案
の
違
反
を
建
築
許
可
行
政
庁
が
認
識
し
た
場
合
に
、

当
該
規
範
へ
の
不
適
合
を
理
由
と
し
て
建
築
許
可
を
拒
否
す
る
義
務
が
存
在
す
る
か
、
或
い
は
、
建
築
許
可
行
政
庁
が
当
該
規
範
へ
の

不
適
合
の
十
分
な
疑
い
を
抱
い
て
い
た
場
合
に
そ
れ
を
審
査
し
な
い
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
か
。
建
築
主
に
と
っ
て
は
、
適
切
な
事
前
介

入
は
手
続
の
迅
速
性
を
損
ね
る
も
の
の
事
後
介
入
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す
た
め
、
隣
人
に
と
っ
て
は
、
違
法
性
の
事
後
的
な
是
正
は
建
築

監
督
行
政
庁
の
裁
量
判
断
に
よ
る
た
め
に
事
前
介
入
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
比
し
て
確
実
性
に
乏
し
い
た
め
、
問
題
に
な
る
。
建
築
主
に
対

す
る
関
係
で
建
築
監
督
行
政
庁
の
審
査
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
、
簡
略
許
可
手
続
に
よ
る
行
政
上
の
負
担
軽
減
、
建
築
活
動
の
適
法
性

に
係
る
責
任
の
建
築
主
へ
の
移
動
に
矛
盾
す
る
の
で
、
原
則
的
に
は
否
定
さ
れ（
１６
）

る
。
し
か
し
、
建
築
監
督
行
政
庁
の
拒
否
権
限
は
肯
定

さ
れ
る
の
で
、
建
築
主
に
対
し
て
建
築
案
の
違
法
性
を
指
摘
す
る
に
留
ま
ら
な
い
。
ベ
ル
リ
ン
建
築
秩
序
法
六
〇
ａ
条
二
項
三
文
は
、

明
文
で
、
簡
略
許
可
手
続
に
お
い
て
審
査
さ
れ
な
い
規
範
へ
の
違
反
を
拒
否
可
能
事
由
と
し
て
定
め
る
。
か
か
る
規
範
の
審
査
に
つ
い

て
隣
人
に
対
す
る
関
係
で
建
築
監
督
行
政
庁
の
義
務
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
事
後
介
入
に
際
し
て
の
判
断
と
同
じ
く
裁
量
が
零
に

収
縮
す
る
た
め
の
具
体
的
要
件
が
備
わ
る
こ
と
が
必
要
で
あ（
１７
）

る
。

論 説
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三

届
出
手
続

（
１
）

伝
統
的
な
届
出
手
続

一

届
出
手
続
と
は
、
次
に
見
る
許
可
要
否
判
定
手
続
と
同
様
、
そ
の
手
続
を
終
え
る
た
め
の
行
政
行
為
の
交
付
が
予
定
さ
れ
な
い
手

続
で
あ
る
。
近
時
、
迅
速
化
目
的
で
採
用
さ
れ
て
い
る
届
出
手
続
に
は
、
伝
統
的
な
届
出
手
続
に
若
干
修
正
を
加
え
た
も
の
の
ほ
か
、

特
殊
な
も
の
と
し
て
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
建
築
秩
序
法
五
一
条
の
定
め
る
届
出
手
続
（K

en
n

tn
isgabeverfah

ren

）

な
ど
が
あ
る
。

二

建
設
法
領
域
に
お
け
る
伝
統
的
な
届
出
手
続
と
し
て
一
九
五
九
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
の
そ
れ
を
紹
介
す
る
。
建
築
監
督
上
の

手
続
の
簡
素
化
・
迅
速
化
の
た
め
、
そ
れ
ま
で
は
許
可
を
受
け
る
義
務
が
課
さ
れ
て
い
た
建
築
設
備
で
重
要
度
の
乏
し
い
も
の
を
建
築

許
可
手
続
か
ら
外
し
届
出
手
続
の
み
に
服
さ
せ
た
。
届
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
建
築
案
は
、
建
築
届
出
及
び
建
築
案
の
判
断
の
た
め
に

必
要
な
資
料
の
到
達
後
一
月
の
間
に
建
築
監
督
行
政
庁
が
建
築
案
を
拒
否
せ
ず
又
は
建
築
監
督
行
政
庁
が
建
築
開
始
に
同
意
し
た
と
き
、

そ
の
実
施
が
許
容
さ
れ
る
（
九
四
条
三
項
）。
こ
の
届
出
手
続
の
下
で
は
建
築
案
が
公
法
規
定
に
合
致
し
て
い
な
い
と
き
は
拒
否
さ
れ

る
も
の
と
さ
れ
た
（
九
四
条
二
項
二
文
）。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
一
九
六
四
年
一
二
月
一
二
日
の
判
決
で
、
届
出
義
務
の
課
さ
れ
る
建

築
案
で
連
邦
建
設
法
二
九
条
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
、
建
築
案
の
許
容
性
が
そ
の
実
施
に
先
立
ち
建
築
監
督
上
審
査
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
般
的
に
課
さ
れ
て
い
る
建
築
禁
止
は
建
築
監
督
行
政
庁
の
決
定
に
よ
っ
て
初
め
て
除
去
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
、
建

築
監
督
行
政
庁
に
よ
る
審
査
の
結
果
が
書
面
に
よ
る
行
政
行
為
を
通
じ
て
建
築
主
に
明
示
的
に
知
ら
さ
れ
る
か
審
査
期
間
の
終
了
に
よ

っ
て
建
築
主
が
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
か
は
無
関
係
で
あ
る
と
判
断
し
（
１８
）

た
。

三

届
出
手
続
の
導
入
は
実
務
に
お
い
て
建
築
活
動
に
係
る
行
政
活
動
・
時
間
を
縮
減
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
�
建
築

ドイツにおける建築活動に対する事前介入手続の変容
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届
出
の
到
達
後
に
建
築
監
督
行
政
庁
が
行
う
確
認
（B

estätigu
n

g

）
や
期
間
管
理
等
新
た
な
行
政
活
動
の
発
生
、
�
他
の
行
政
庁
等

の
関
与
が
必
要
な
場
合
に
、
そ
れ
が
期
間
内
に
行
わ
れ
な
い
と
き
に
必
要
と
な
る
期
間
延
長
、
�
部
分
的
に
僅
か
な
違
法
性
を
帯
び
た

建
築
案
が
届
出
手
続
の
適
用
を
受
け
る
と
き
、
届
出
手
続
の
導
入
に
よ
り
本
来
不
要
と
な
る
は
ず
の
書
面
化
等
が
必
要
な
ま
ま
で
あ
っ

た
こ
と
、
�
違
法
な
建
築
活
動
が
届
出
手
続
を
経
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
期
間
制
限
を
受
け
る
届
出
義
務
の
課
さ
れ
た

建
築
案
に
建
築
監
督
行
政
庁
の
作
業
が
向
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
許
可
を
受
け
る
義
務
の
あ
る
建
築
案
へ
の
処
理
が
後
回
し
に
さ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い（
１９
）

る
。
一
九
八
一
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
は
届
出
手
続
を
放
棄
し
事
前
介
入
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
建
築
許

可
手
続
の
み
と
し
た
。

（
２
）

そ
の
修
正

一

こ
れ
に
対
し
、
近
時
の
届
出
手
続
は
審
査
義
務
を
縮
減
す
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル

ク
建
築
秩
序
法
五
八
条
、
ザ
ク
セ
ン
建
築
秩
序
法
六
三
条
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
建
築
秩
序
法
七
四
条
、
チ
ュ
ー
リ

ン
ゲ
ン
建
築
秩
序
法
六
二
ｂ
条
に
見
ら
れ
る
。
低
層
住
居
建
築
物
及
び
そ
の
付
属
的
な
建
築
設
備
は
各
ラ
ン
ト
に
共
通
す
る
適
用
対
象

で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
ラ
ン
ト
に
よ
り
異
な
る
。
届
出
手
続
の
適
用
対
象
は
、
更
に
、
適
格
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
地
域
に
あ
る
こ
と
、

計
画
適
合
性
や
地
区
整
備
の
確
保
の
ほ
か
、
建
設
法
典
一
四
二
条
に
定
め
ら
れ
る
正
式
に
決
定
さ
れ
た
再
開
発
地
区
や
建
設
法
典
一
七

二
条
に
定
め
ら
れ
る
保
全
条
例
の
適
用
を
受
け
る
地
域
で
な
い
こ
と
に
よ
り
画
さ
れ
る
。

二

手
続
の
流
れ
は
伝
統
的
な
届
出
手
続
と
同
じ
で
あ
り
、
建
築
監
督
行
政
庁
へ
の
建
築
届
出
の
提
出
後
一
定
期
間
内
に
建
築
監
督
行

政
庁
が
届
け
出
ら
れ
た
建
築
案
を
拒
否
す
る
場
合
を
除
き
、
建
築
開
始
が
許
容
さ
れ
る
。
建
築
届
出
及
び
そ
の
提
出
書
類
の
完
全
性
を

審
査
し
て
そ
の
完
全
性
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
定
め
る
法
律
も
あ
る
（
例
、
ザ
ク
セ
ン
建
築
秩
序
法
六
三
条
七
項
）。
届
出
手
続
の
適

用
対
象
を
画
す
る
た
め
に
地
区
詳
細
計
画
の
指
定
へ
の
適
合
性
及
び
地
区
整
備
の
確
保
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
審
査
期
間
の
短
さ
の

論 説
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た
め
に
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
り
審
査
さ
れ
る
こ
と
な
く
地
区
詳
細
計
画
に
不
適
合
或
い
は
地
区
整
備
が
確
保
さ
れ
な
い
建
築
案
が
実

施
さ
れ
る
な
ら
ば
、
建
築
監
督
上
の
事
後
介
入
が
適
切
に
行
わ
れ
な
い
と
き
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
計
画
高
権
に
対
す
る
障
碍
に
な
り
得

る
。
そ
こ
で
、
事
前
介
入
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
補
完
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
要
件
の
存
否
に
つ
い
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
証
明
或
い
は
一
定

の
権
能
を
有
す
る
私
人
に
よ
る
宣
言
を
建
築
主
が
建
築
監
督
行
政
庁
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
法
律
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ザ
ク
セ
ン

建
築
秩
序
法
六
三
条
六
項
二
号
は
地
区
整
備
に
つ
い
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
証
明
を
、
三
号
ｃ
は
例
外
が
申
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

設
計
者
の
宣
言
を
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

三

届
出
手
続
に
お
け
る
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
る
拒
否
事
由
と
し
て
、
適
用
対
象
を
画
す
る
た
め
の
要
件
の
不
充
足
は
各
ラ
ン
ト
に

共
通
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
一
般
的
に
公
法
規
定
に
合
致
し
な
い
場
合
を
含
む
も
の
も
あ
る
。
簡
略
許
可
手
続
に
お
け

る
と
同
様
に
、
建
築
監
督
上
の
介
入
権
限
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
ず
、
そ
の
許
容
性
が
問
題
に
な
る
。
簡
略
許
可
手
続
に
比
し
て
審
査

期
間
が
短
い
た
め
に
、
簡
略
許
可
手
続
に
お
け
る
以
上
に
適
法
性
に
係
る
建
築
主
の
自
己
責
任
が
強
調
さ
れ
得
る
。
建
設
計
画
法
上
の

許
容
性
の
要
件
は
適
用
対
象
を
画
す
る
た
め
の
要
件
に
含
ま
れ
る
が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
証
明
が
求
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
建
築
監

督
行
政
庁
の
審
査
活
動
の
負
担
は
軽
減
さ
れ
る
。
届
出
提
出
後
の
短
期
の
審
査
期
間
ゆ
え
に
抜
き
取
り
検
査
が
現
実
的
で
あ
り
、
違
法

性
の
具
体
的
な
手
が
か
り
の
あ
る
と
き
に
限
り
審
査
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
考
え
も
見
ら
れ
（
２０
）

る
。

（
３
）

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
届
出
手
続

一

そ
の
特
徴
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
関
わ
り
が
強
い
点
に
あ
る
。
建
築
主
は
必
要
な
書
類
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

提
出
を
受
け
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
五
日
以
内
に
建
築
主
に
完
全
な
書
類
の
到
達
時
点
を
書
面
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゲ
マ
イ
ン

デ
が
建
築
監
督
上
の
権
限
を
有
し
な
い
場
合
に
は
権
限
あ
る
行
政
庁
に
そ
の
建
築
資
料
の
正
本
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
五
三

条
三
項
）。
こ
れ
は
建
築
監
督
行
政
庁
の
持
つ
権
限
の
適
切
な
行
使
を
保
障
す
る
た
め
で
あ
る
。
但
し
、
書
類
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と

ドイツにおける建築活動に対する事前介入手続の変容
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（
一
号
）、
地
区
整
備
が
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
（
二
号
）、
建
築
案
の
実
施
を
妨
げ
る
建
築
負
担
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
（
三
号
）
を
ゲ

マ
イ
ン
デ
が
確
認
し
た
と
き
、
或
い
は
、
正
式
に
確
定
さ
れ
た
再
開
発
地
区
等
に
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
こ
で
の
建
築
案
に
必
要
な
許

可
が
申
請
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
（
四
号
）、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
場
合
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
五
日
以
内
に
建
築

主
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
五
三
条
四
項
）、
通
知
を
受
け
た
建
築
主
は
建
築
を
開
始
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
る

（
五
九
条
四
項
）。
例
外
・
免
除
に
係
る
特
別
の
決
定
を
除
き
、
書
類
は
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
な
い
（
五
一
条
五
項

二
文
）。
な
お
、
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
る
建
築
案
に
対
す
る
実
体
法
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
他
の
ラ
ン
ト
の
届
出
手
続
と
同
じ
で
あ

る
。

二

ゲ
マ
イ
ン
デ
が
建
築
監
督
上
の
手
続
に
関
わ
る
点
で
、
許
可
要
否
判
定
手
続
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
。
五
三
条
四
項
一
号
乃
至

四
号
へ
の
該
当
を
理
由
と
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
建
築
主
へ
の
通
知
に
は
如
何
な
る
拘
束
力
が
あ
ろ
う
か
。
特
に
、
書
類
の
不
完
全
性
の

概
念
は
広
義
で
は
実
体
法
上
の
審
査
を
含
み
得
る
の
で
問
題
に
な（
２１
）

る
。
こ
の
点
、
建
築
主
に
対
す
る
関
係
で
は
、
�
「
通
知
す
る

（m
itteilen

）」
と
い
う
行
政
行
為
性
に
否
定
的
な
文
言
に
加
え
、
�
資
料
の
補
正
等
に
よ
っ
て
四
項
に
定
め
ら
れ
る
事
態
を
建
築
主

が
是
正
す
る
こ
と
で
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
届
出
手
続
を
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
、
建
築
の
可
否
に
係
る
手
続
を
拘
束
的
に
終
結
す
る
判
断
は

下
さ
れ
て
お
ら（
２２
）

ず
、
ま
た
、
建
築
監
督
行
政
庁
と
の
関
係
で
は
、
�
五
三
条
四
項
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
審
査
を
前
提
と
す
る
も
の
の

建
築
監
督
行
政
庁
の
権
限
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
手
が
か
り
が
法
律
に
存
在
し
な
い
か
ら
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
判
断
は
建

築
監
督
行
政
庁
を
拘
束
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い（
２３
）

る
。
通
知
を
契
機
に
発
生
し
た
建
築
主
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
間
の
五
三
条
四
項
各
号
の

要
件
の
充
足
を
巡
る
争
い
は
、
建
築
主
が
許
可
手
続
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
建
築
監
督
行
政
庁
と
の
間
の
法
関
係
が
成
立
す
る
こ
と

で
解
消
さ
れ
得（
２４
）

る
。

三

四
項
の
通
知
を
発
し
た
後
に
建
築
監
督
行
政
庁
が
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
書
類
が
完
全
で
あ
る
と
判
断

論 説
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し
て
四
項
に
よ
る
通
知
を
行
わ
ず
三
項
に
よ
る
証
明
を
発
し
た
場
合
に
建
築
監
督
行
政
庁
が
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
と
は
、
建
築

主
の
法
的
安
定
性
に
与
え
る
影
響
の
観
点
で
は
異
な
る
。
後
者
の
場
合
、
書
類
が
不
完
全
で
あ
っ
た
と
し
て
建
築
監
督
行
政
庁
が
事
後

的
に
介
入
す
る
途
が
開
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
判
断
が
建
築
監
督
行
政
庁
を
拘
束
す
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
建
築
活
動
の
適
法
性
に
係
る
建
築
主
の
責
任
の
た
め
、
建
築
主
に
と
っ
て
保
護
さ
れ
る
信
頼
は
乏
し
く
、
建
築
監
督
行

政
庁
の
事
後
介
入
の
権
限
行
使
に
際
し
て
の
裁
量
判
断
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

五
九
条
四
項
に
定
め
ら
れ
る
建
築
開
始
の
許
容
の
た
め
の
要
件
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
判
断
に
無
関
係
に
書
類
が
完
全
で
あ
れ
ば
満
た

さ
れ
る
の
で
、
要
件
充
足
の
判
断
は
建
築
主
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
審
査
期
間
内
に
五
三
条
三
項
に
定
め
ら
れ

る
証
明
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
、
建
築
主
は
建
築
開
始
の
許
容
の
た
め
の
要
件
を
満
た
せ
ば
建
築
を
適
法
に
開
始
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
の
で
、
迅
速
な
建
築
を
求
め
る
建
築
主
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
。
な
お
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
五
三
条
三
項
の
証
明
は
、
ゲ
マ
イ
ン

デ
の
権
限
上
、
建
築
監
督
行
政
庁
を
拘
束
せ
ず
、
書
類
の
完
全
性
及
び
そ
の
到
達
を
明
確
化
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

四

許
可
要
否
判
定
手
続

（
１
）

概
要

一

許
可
要
否
判
定
手
続
と
は
、
主
に
住
居
建
築
の
迅
速
化
を
図
る
た
め
に
一
定
の
建
築
案
に
つ
い
て
建
築
許
可
を
不
要
と
す
る
目
的

か
ら
近
時
設
け
ら
れ
た
手
続
で
あ
り
、
建
築
案
を
実
施
す
る
た
め
に
簡
略
許
可
手
続
を
経
る
こ
と
の
要
否
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
手
続
の
特
徴
は
、
建
築
監
督
上
の
権
限
を
有
し
な
い
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
許
可
手
続
の
要
否
を
判
断
す
る
点
に
あ（
２５
）

る
。
そ
の
典
型
的
な

も
の
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
建
築
秩
序
法
六
四
条
、
ベ
ル
リ
ン
建
築
秩
序
法
五
六
ａ
条
、
ブ
レ
ー
メ
ン
建
築
秩
序
法
六
六
条
、
ノ
ル
ト
ラ
イ

ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
建
築
秩
序
法
六
七
条
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
建
築
秩
序
法
六
七
条
に
定
め
ら
れ
る
ほ
か
、
二
〇

ドイツにおける建築活動に対する事前介入手続の変容
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〇
二
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
六
二
条
に
も
見
ら
れ
、
若
干
異
な
る
も
の
が
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ア
ポ
メ
ル
ン
建
築
秩
序
法
六

四
条
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
建
築
秩
序
法
六
九
ａ
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
一
定
の
小
規
模
な
建
築
案
・
建
築
設
備
は
許
可
を

要
し
な
い
も
の
と
し
て
建
築
秩
序
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
る（
２６
）

が
、
そ
の
実
施
に
対
す
る
事
前
介
入
の
手
続
で
は
な
い
。

二

許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
対
象
と
し
て
各
ラ
ン
ト
に
共
通
す
る
の
は
、
低
層
住
居
建
築
物
及
び
そ
の
付
属
設
備
で
あ
る
。
中
層

以
上
の
住
居
建
築
物
、
住
居
以
外
の
用
途
を
目
的
と
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
ご
と
に
適
用
対
象
は
異
な
っ
て
い
る
。
二
〇

〇
二
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
は
許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
対
象
の
定
め
方
に
つ
い
て
六
つ
の
類
型
例
を
挙
げ
る
。
許
可
要
否
判
定

手
続
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、
か
か
る
建
築
物
が
、
�
適
格
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
地
域
・
建
設
法
典
一
二
条
、
三
〇
条
二
項
に
よ
る

地
区
詳
細
計
画
の
策
定
地
域
に
あ
る
こ
と
、
�
地
区
詳
細
計
画
の
定
め
る
指
定
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
、
�
地
区
整
備
が
確
保
さ
れ
る
こ

と
、
�
許
可
手
続
が
必
要
と
の
宣
言
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
一
定
の
期
間
内
に
発
し
な
い
こ
と
が
多
く
の
ラ
ン
ト
で
必
要
と
さ
れ
て
い（
２７
）

る
。

三

�
の
適
格
地
区
詳
細
計
画
と
は
、
建
設
法
典
三
〇
条
一
項
の
い
う
建
設
的
利
用
の
態
様
と
程
度
、
建
築
可
能
な
敷
地
及
び
地
域
的

交
通
用
地
の
指
定
を
含
む
地
区
詳
細
計
画
で
あ
り
、
そ
の
策
定
地
域
で
は
、
そ
の
指
定
に
矛
盾
せ
ず
、
地
区
整
備
が
確
保
さ
れ
る
と
き

に
建
築
案
は
許
容
さ
れ
る
（
建
設
法
典
三
〇
条
一
項
）。
�
の
も
う
一
つ
の
要
件
の
建
設
法
典
一
二
条
に
定
め
ら
れ
る
事
業
関
連
地
区

詳
細
計
画
と
は
、
建
設
計
画
法
分
野
に
お
け
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
私
人
の
契
約
に
よ
る
都
市
建
設
の
手
法
の
一
つ
で
あ
る
事
業
地
区
整
備

計
画
（V

orh
aben

-
u

n
d

E
rsch

ließu
n

gsplan

）
の
実
施
の
た
め
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
策
定
す
る
地
区
詳
細
計
画
で
あ（
２８
）

る
。
許
可
要
否

判
定
手
続
の
適
用
が
か
か
る
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
地
域
に
限
ら
れ
る
の
は
、
か
か
る
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
に
よ
り
ゲ
マ
イ
ン
デ
が

都
市
建
設
上
既
に
具
体
的
な
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
建
設
計
画
法
上
の
許
容
性
を
完
結
的
に
地
区
詳
細
計

画
に
よ
り
定
め
る
た
め
に
、
地
区
詳
細
計
画
に
適
合
し
た
建
築
案
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
計
画
高
権
に
影
響
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
す（
２９
）

る
。

�
と
�
は
、
適
格
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
地
域
に
お
け
る
建
設
計
画
法
上
の
建
築
案
の
許
容
性
の
要
件
に
ほ
ぼ
等
し（
３０
）

い
。
二
〇
〇
二
年
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の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
は
、
�
に
つ
い
て
建
設
法
典
の
用
い
る
意
味
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。

（
２
）

計
画
適
合
性
の
要
件

一

許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
対
象
を
画
す
る
要
件
と
し
て
問
題
が
多
い
の
は
、
�
計
画
適
合
性
で
あ（
３１
）

る
。
こ
の
要
件
に
よ
り
、
建

設
計
画
法
上
例
外
・
免
除
を
要
す
る
建
築
案
は
、
許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
を
受
け
な
い
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
計
画
高
権
に
対
す
る
影

響
の
大
き
い
こ
と
が
、
適
用
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。
な
お
、
建
築
秩
序
法
上
特
例
を
要
す
る
建
築
案
は
適
用
対
象
か
ら
外

さ
れ
な
い
の
で
、
そ
の
許
容
性
は
特
別
な
手
続
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
の
許
可
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
建
築
開
始
が
許
容
さ
れ
得

る
。
例
え
ば
、
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
六
七
条
は
、
建
築
秩
序
法
上
の
特
例
、
地
区
詳
細
計
画
に
定
め
る
指
定
か

ら
の
例
外
及
び
免
除
、
建
設
利
用
令
の
定
め
る
建
設
的
利
用
の
態
様
の
規
定
か
ら
の
特
例
に
つ
い
て
、
許
可
手
続
に
お
け
る
特
例
に
係

る
定
め
（
二
項
一
文
）
を
許
可
を
要
し
な
い
設
備
に
準
用
す
る
こ
と
を
定
め
る
が
（
二
項
二
文
）、
許
可
要
否
判
定
手
続
に
お
い
て
は
、

そ
の
う
ち
建
築
秩
序
法
上
の
特
例
に
限
定
さ
れ
、
建
設
計
画
法
分
野
に
お
け
る
特
例
に
係
る
特
別
な
手
続
は
行
わ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ

る
。

二

地
区
詳
細
計
画
に
建
築
線
（B

au
lin

ie

）
が
定
め
ら
れ
る
と
き
、
建
築
物
は
そ
の
線
に
従
っ
て
建
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
建

設
利
用
令
二
三
条
二
項
一
文
）、
建
築
境
界
（B

au
gren

ze
）
が
定
め
ら
れ
る
と
き
、
建
築
物
は
そ
の
外
側
に
建
て
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
（
三
項
一
文
）。
建
設
利
用
令
二
三
条
二
項
二
文
及
び
三
項
二
文
は
、
建
築
線
及
び
建
築
境
界
か
ら
の
些
細
な
突
出
或
い
は
後
退
を

可
能
と
す
る
。
こ
の
適
用
を
必
要
と
す
る
建
築
案
を
許
可
要
否
判
定
手
続
を
経
て
建
築
す
る
こ
と
の
可
否
が
問
題
に
な
る
。
建
築
線
・

建
築
境
界
か
ら
の
些
細
な
突
出
・
後
退
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
計
画
高
権
に
与
え
る
影
響
が
小
さ
い
の
で
許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
対
象

を
画
す
る
立
法
目
的
が
害
さ
れ
な
い
こ（
３２
）

と
、
或
い
は
、
建
設
利
用
令
二
三
条
二
項
二
文
、
三
項
二
文
は
建
築
主
に
自
由
を
与
え
る
も
の

で
、
建
築
監
督
上
の
個
別
事
例
に
関
連
し
た
裁
量
は
存
在
し
な
い
こ
と（
３３
）

は
、
許
可
要
否
判
定
手
続
を
経
る
建
築
活
動
の
許
容
を
根
拠
づ

ドイツにおける建築活動に対する事前介入手続の変容
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け
る
。
逆
に
、
建
設
利
用
令
の
用
い
る
文
言
か
ら
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
許
可
要
否
判
定
手
続
を
経
る
こ
と
で
こ
の
裁

量
が
行
使
さ
れ
る
機
会
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
、
更
に
、
事
前
の
審
査
を
欠
く
た
め
に
要
件
充
足
に
係
る
判
断
に
つ
い
て
建
築
主

に
リ
ス
ク
が
移
る
こ
と
は
そ
れ
に
反
対
す
る
。

建
設
利
用
令
二
三
条
に
は
こ
の
条
文
の
適
用
に
係
る
権
限
・
手
続
に
関
す
る
規
定
が
な
い
。
そ
こ
か
ら
直
ち
に
建
築
主
に
自
由
を
与

え
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
る
事
前
介
入
の
手
続
が
設
け
ら
れ
な
い
限
り
こ
の
条
文
の
適
用
に

関
し
て
審
査
は
行
わ
れ
得
な
い
。
ま
た
、
建
設
法
典
三
一
条
に
定
め
ら
れ
る
例
外
・
免
除
の
交
付
に
は
建
設
法
典
三
六
条
に
よ
る
ゲ
マ

イ
ン
デ
の
同
意
を
要
す
る
が
、
建
設
利
用
令
二
三
条
で
は
求
め
ら
れ
な（
３４
）

い
。
そ
れ
故
、
建
設
利
用
令
二
三
条
二
項
二
文
、
三
項
二
文
の

適
用
を
要
す
る
建
築
案
は
許
可
要
否
判
定
手
続
を
経
て
建
築
が
許
容
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
建
設
利
用
令
二
三
条
の
定
め
る
要
件
充

足
の
判
断
に
つ
い
て
建
築
主
に
計
り
難
い
リ
ス
ク
が
生
じ
る
と
い
う
批
判
は
、「
許
可
要
否
判
定
手
続
に
お
い
て
建
築
案
の
適
法
性
の

リ
ス
ク
は
原
則
的
に
は
建
築
主
に
よ
り
負
担
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
立
法
者
の
意
図
に
対
応
す
る
…
…
基
本
構
想
」
か
ら
み
て
当
て

は
ま
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い（
３５
）

る
。

三

こ
の
解
釈
の
対
立
は
、
国
家
を
行
政
手
続
か
ら
後
退
さ
せ
る
だ
け
で
は
私
人
の
活
動
可
能
性
の
開
放
・
拡
大
に
な
ら
ず
建
築
主
に

リ
ス
ク
を
過
剰
に
負
わ
せ
得
る
こ
と
を
示
し
て
い（
３６
）

る
。
こ
の
点
、
二
〇
〇
二
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
は
、
許
可
要
否
判
定
手
続
の
導

入
及
び
簡
略
許
可
手
続
の
拡
大
に
伴
う
構
造
的
な
帰
結
と
し
て
、
事
前
介
入
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
簡
素
化
の
機
能
が
損
な
わ
な
い
よ
う
に

す
る
べ
く
、
実
体
法
の
規
定
か
ら
裁
量
性
を
取
り
除
く
変
更
を
行
っ
て
い（
３７
）

る
。

（
３
）

ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
形
式
的
な
審
査

許
可
要
否
判
定
手
続
の
流
れ
を
概
説
し
て
お
く
。
建
築
主
に
よ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
へ
の
書
類
の
提
出
に
よ
り
こ
の
手
続
及
び
ゲ
マ
イ
ン

デ
に
よ
る
審
査
期
間
は
始
ま
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
資
料
の
完
全
な
提
出
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
、
提
出
さ
れ
た
資
料
が
不
足
す
る
場
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合
は
期
間
は
進
行
せ
ず
、
建
築
主
が
建
築
を
開
始
す
る
こ
と
は
形
式
上
違
法
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
建
築
主
に
そ
の
旨

を
指
摘
す
る
こ
と
を
拒
ま
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
提
出
さ
れ
た
資
料
が
不
十
分
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
提
出
後
一
定
期
間
後
に
建
築
開
始
が

許
容
さ
れ
る
と
い
う
誤
り
か
ら
建
築
主
を
免
れ
さ
せ
る
と
い
う
法
的
安
定
性
を
理
由
と
す（
３８
）

る
。
な
お
、
届
出
手
続
に
お
け
る
と
同
じ
く
、

書
類
の
完
全
性
に
係
る
審
査
を
定
め
る
法
律
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
建
築
監
督
行
政
庁
は
書
類
が
不
完
全
な
と
き
は
遅
滞
な
く
、
如
何

な
る
補
正
が
必
要
で
あ
る
か
及
び
求
め
ら
れ
る
資
料
の
到
達
に
よ
り
期
間
が
始
ま
る
こ
と
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ（
３９
）

る
。

提
出
さ
れ
た
書
類
が
不
完
全
な
場
合
、
建
築
申
請
（B

au
an

trag

）
に
お
け
る
そ
れ
に
準
じ
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
そ
れ
を
返
却
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
か
も
問
題
に
な
る
。
準
用
が
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
建
築
案
の
拒
否
を
決
定
す
る
行
政
行
為
の
形
式
に
お
け
る
許
可

要
否
判
定
手
続
の
終
結
の
可
能
性
が
生
じ
る
。
建
築
監
督
行
政
庁
が
建
築
申
請
が
不
完
全
な
場
合
に
返
却
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と

は
審
査
義
務
を
前
提
と
す
る
と
い
う
批
判
が
見
ら
れ
る（
４０
）

が
、
こ
れ
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
審
査
に
よ
り
不
完
全
性
を
判
断
し
た
場
合
に
は

当
て
は
ま
ら
な
い
。
準
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
理
由
は
、
書
類
の
不
完
全
性
と
い
う
建
築
監
督
上
の
権
限
に
係
る
最
終
的
な
判
断
権

限
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
な
く
、
ま
た
、
そ
の
た
め
の
専
門
能
力
も
欠
け
る
た
め
に
、
建
築
案
の
許
容
性
を
決
す
る
た
め
の
行
政
手
続
が
終

結
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
判
断
は
建
築
監
督
行
政
庁
を
拘
束
せ
ず
（
前
述
三
（
３
）
二
）、
建

築
申
請
の
不
完
全
性
を
巡
る
建
築
主
と
の
間
の
紛
争
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
許
可
手
続
へ
の
移
行
を
求
め
る
こ
と
で
処
理
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

り
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
見
て
資
料
の
提
出
が
不
完
全
な
建
築
案
の
実
施
に
対
す
る
禁
止
は
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
建
築
主
が
書
類
提
出
の
際
に
、
許
可
手
続
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
宣
言
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
発
す
る
と
き
に
は
そ
の
書
類
が
建

築
申
請
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
と
き
に
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
建
築
監
督
行
政
庁
に
そ
の
書
類
を
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
六
二
条
一
項
四
文
）。
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（
４
）

ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
実
体
的
な
審
査

一

許
可
要
否
判
定
手
続
を
経
る
こ
と
に
よ
る
建
築
開
始
の
許
容
の
法
的
効
果
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
許
可
手
続
が
必
要
で
あ
る
と

の
宣
言
が
期
間
内
に
な
さ
れ
な
い
場
合
に
法
律
に
よ
り
直
接
に
生
じ
る
。
期
間
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
判
断
に
無
関
係
に
、
資
料
の
完
全
な

提
出
に
よ
り
始
ま
る
。
ま
た
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
許
可
手
続
が
必
要
で
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
そ
の
旨
を
期
間
終
了
ま
で
に
建
築
主

に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
は
通
知
時
よ
り
建
築
開
始
が
許
容
さ
れ
る
。
通
知
が
な
さ
れ
る
場
合
の
法
的
効
果
は
期
間
内
に

ゲ
マ
イ
ン
デ
が
許
可
手
続
の
必
要
性
を
宣
言
し
な
い
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

建
築
許
可
の
法
的
効
力
が
命
令
的
部
分
と
確
認
的
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
許
可
要
否
判
定
手
続
を
経
る
こ
と
に
よ
る
建
築
開

始
の
許
容
に
確
認
的
部
分
に
比
類
可
能
な
効
力
が
存
す
る
か
否
か
が
、
建
築
主
の
法
的
安
定
性
の
保
障
に
関
連
し
て
問
題
に
な
る
。
こ

れ
は
、
確
認
さ
れ
る
事
項
的
範
囲
に
関
し
て
、
許
可
不
要
と
判
断
さ
れ
た
建
築
案
が
許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
対
象
に
該
当
す
る
こ

と
、
建
築
案
が
建
築
監
督
上
審
査
さ
れ
る
べ
き
公
法
規
範
に
合
致
す
る
こ
と
の
二
つ
の
局
面
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
許
可
要
否
判
定

手
続
に
お
け
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
審
査
・
判
断
権
限
に
密
接
に
関
係
す
る
。
以
下
、
こ
の
点
を
検
討
す
（
４１
）

る
。

二

先
ず
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
許
可
手
続
の
必
要
を
宣
言
す
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
如
何
な
る
場
合
か
、
見
て
お
く
。
例
え
ば
、
ノ
ル
ト

ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
建
築
秩
序
法
六
七
条
三
項
一
文
は
、
建
設
法
典
一
四
条
の
定
め
る
形
質
変
更
禁
止
を
決
定
す
る
又
は

建
設
法
典
一
五
条
の
定
め
る
建
築
申
請
の
留
保
を
申
し
出
る
意
図
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
持
つ
と
き
、
若
し
く
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
「
そ
の

他
の
理
由
か
ら
」
許
可
手
続
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
す
る
と
き
を
定
め
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
建
築
秩
序
法
六
四
条
四
項
一
文
は
適

用
対
象
を
画
す
る
要
件
の
不
充
足
も
挙
げ
る
が
、
ブ
レ
ー
メ
ン
建
築
秩
序
法
は
限
定
的
に
定
め
て
お
り
（
六
六
条
六
項
一
文
各
号
）、

二
〇
〇
二
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
は
、
�
適
格
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
地
域
に
あ
る
こ
と
、
�
計
画
適
合
性
、
�
地
区
整
備
の
確
保

と
い
う
適
用
対
象
を
画
す
る
要
件
の
審
査
或
い
は
建
築
案
の
審
査
を
そ
の
他
の
理
由
か
ら
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
を
挙
げ
る
（
六
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二
条
四
項
一
文
）。

許
可
手
続
を
必
要
と
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
判
断
に
建
設
法
典
一
四
条
・
一
五
条
が
関
係
す
る
の
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
計
画
高
権
の
保
障

の
た
め
で
あ
る
。
即
ち
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
都
市
建
設
へ
の
影
響
の
大
き
い
建
築
案
が
切
迫
す
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
に
、
将
来
の
計
画

区
域
に
お
い
て
地
区
詳
細
計
画
の
保
全
の
た
め
に
必
要
な
場
合
、
形
質
変
更
禁
止
を
決
定
し
（
建
設
法
典
一
四
条
）
或
い
は
形
質
変
更

禁
止
が
決
定
さ
れ
た
が
発
効
前
で
あ
れ
ば
建
築
申
請
の
留
保
を
申
し
出
る
こ
と
（
一
五
条
）
に
よ
り
そ
れ
に
対
処
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
権
限
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
適
格
地
区
詳
細
計
画
を
策
定
し
て
い
た
場
合
に
も
行
使
さ
れ
得
る
。
都
市
建
設
上
の
計
画
が
需
要
の
変

更
に
適
応
す
る
必
要
性
や
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
予
見
し
な
か
っ
た
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
、
個
別
の
建
築
案
を
契
機
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
計
画

意
思
を
新
た
な
方
向
に
向
け
る
こ
と
が
で
き（
４２
）

る
。
こ
れ
ま
で
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
こ
れ
ら
権
限
を
適
時
に
行
使
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
た

め
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
建
築
許
可
手
続
に
部
分
的
に
関
与
し
て
き
た
。
許
可
手
続
の
不
要
化
に
よ
り
そ
の
機
会
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
、
許
可
手
続
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
宣
言
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
発
し
得
る
事
由
と
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
場
合

は
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
権
限
行
使
を
意
図
す
る
こ
と
で
足
り
、
そ
の
後
に
形
質
変
更
禁
止
を
決
定
す
る
こ
と
等
は
義
務
づ
け
ら
れ
な（
４３
）

い
。

三

「
そ
の
他
の
理
由
」
に
よ
り
許
可
手
続
が
必
要
と
判
断
す
る
こ
と
が
如
何
な
る
場
合
に
許
容
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ

に
は
広
範
な
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
恣
意
禁
止
か
ら
引
か
れ
る
限
界
の
ほ
か
、
個
別
事
例
に
関
係
な
く
一
般
的
に
許
可
手
続
を
必

要
と
す
る
宣
言
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
発
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な（
４４
）

い
。

許
可
要
否
判
定
手
続
を
経
て
建
築
案
の
実
施
が
許
容
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
建
築
監
督
行
政
庁
の
権
限
そ
の
も
の
は
影
響
を
受

け
ず
、
事
前
介
入
の
権
限
の
行
使
が
全
く
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
前
述
二
（
３
））。
し
か
し
、
通
常
は
そ
れ
は
行
わ
れ
ず
ゲ
マ
イ

ン
デ
の
み
が
関
係
す
る
の
で
、
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
り
そ
の
適
合
性
が
審
査
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
公
法
規
範
に
つ
い
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
が

「
そ
の
他
の
理
由
」
を
根
拠
と
し
て
許
可
手
続
へ
の
移
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
際
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
か
か
る
規
範
の
適
合
性

ドイツにおける建築活動に対する事前介入手続の変容
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を
審
査
す
る
た
め
の
専
門
能
力
を
欠
く
場
合
も
あ
る
以
上
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
か
ら
見
て
理
由
が
備
わ
れ
ば
十
分
で
あ（
４５
）

る
。

と
は
い
え
、
許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要
件
を
満
た
す
建
築
案
に
つ
い
て
、
適
用
要
件
に
含
め
ら
れ
な
い
公
法

規
範
に
合
致
し
な
い
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
判
断
し
、
建
築
許
可
手
続
に
お
い
て
か
か
る
審
査
が
行
わ
れ
る
べ
き
と
な
れ
ば
、
建
築
活
動
の

迅
速
化
が
損
な
わ
れ
る
。
第
一
次
的
に
は
建
築
主
が
適
法
性
に
係
る
責
任
を
負
い
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
い
と
き
に
建
築
監
督
上
の
措

置
は
執
ら
れ
る
の
で
、
限
界
が
緩
や
か
に
引
か
れ
る
な
ら
ば
問
題
に
な
る
。

四

許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
対
象
を
画
す
る
要
件
で
あ
る
�
計
画
適
合
性
と
�
地
区
整
備
の
確
保
の
判
断
に
つ
い
て
ゲ
マ
イ
ン
デ

と
建
築
主
に
争
い
の
あ
る
と
き
、
こ
れ
ら
は
建
設
計
画
法
上
の
許
容
性
の
要
件
に
ほ
ぼ
等
し
い
か
ら
、
異
な
っ
た
判
断
を
要
す
る
。
建

設
法
典
二
九
条
は
一
九
九
七
年
に
改
正
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
よ
り
、
連
邦
法
上
の
概
念
と
し
て
の

建
築
案
に
対
し
て
三
〇
条
乃
至
三
七
条
の
規
定
が
実
体
法
と
し
て
効
力
を
有
す
べ
き
こ
と
か
ら
、
各
ラ
ン
ト
の
建
築
秩
序
法
が
許
可
手

続
等
の
適
用
対
象
を
定
め
る
こ
と
に
限
界
が
あ
る
と
考
え
ら
れ（
４６
）

た
。
現
二
九
条
一
項
は
、
建
築
秩
序
法
の
定
め
か
ら
独
立
し
て
、
建
築

設
備
の
設
置
等
の
建
築
案
に
対
し
て
三
〇
条
乃
至
三
七
条
が
適
用
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。

事
前
介
入
に
よ
っ
て
建
築
案
の
そ
れ
ら
へ
の
合
致
を
審
査
す
る
こ
と
の
要
否
が
解
釈
上
問
題
に
な
る
。
�
建
設
法
典
の
文
言
の
変
更
、

�
建
築
監
督
は
事
前
介
入
以
外
の
手
続
で
も
可
能
で
あ
る
こ
と
、
�
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
宣
言
を
発
し
な
い
こ
と
又
は
通
知
す
る
こ
と
に
係

る
請
求
権
が
建
築
主
に
存
し
な
い
と
い
う
定
め
（
例
、
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
六
二
条
四
項
二
文
）
は
、
事
前
介
入
に
よ
る
義
務
的
な
審

査
が
要
求
さ
れ
な
い
と
い
う
解
釈
を
支
え（
４７
）

る
。
他
方
、
�
連
邦
の
立
法
者
は
建
設
計
画
法
分
野
で
あ
る
限
り
は
そ
こ
に
属
す
る
手
続
を

も
規
律
し
得
る
こ
と
、
�
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
る
介
入
が
事
前
・
事
後
と
も
に
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
建
設
計

画
法
上
の
許
容
性
に
つ
い
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
解
釈
も
あ（
４８
）

る
。
後
者
の
解
釈
に
よ
る
な
ら
ば
、
建
築
監
督
行
政
庁
と

の
関
係
は
と
も
か
く
、
建
築
主
と
の
関
係
で
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
計
画
適
合
性
・
地
区
整
備
の
確
保
に
つ
い
て
拘
束
的
な
決
定
を
下
し
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
建
築
開
始
の
禁
止
が
解
除
さ
れ
な
い
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
建
設
計
画
法
上
の
許
容
性
の
審

査
を
課
す
こ
と
は
、
短
期
の
審
査
期
間
や
専
門
能
力
の
欠
如
に
鑑
み
れ
ば
妥
当
で
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
領
域
の
規
範
に
関
し
て
は
違

法
性
の
疑
い
が
高
く
な
い
場
合
に
も
許
可
手
続
が
必
要
な
こ
と
を
宣
言
で
き
、
建
築
秩
序
法
等
の
規
範
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
は
ゲ
マ

イ
ン
デ
は
審
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
ず
、
違
法
性
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
手
が
か
り
を
知
り
得
た
場
合
に
許
可
手
続
へ
の
移
行
を
求
め
得

る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
体
法
に
反
し
た
建
築
案
は
許
さ
れ
な
い
が
、
建
築
案
が
全
て
の
実
体
法
に
合
致
す
る
こ
と
は
許
可
要
否
判
定
手

続
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要
件
で
は
な
い
。
計
画
適
合
性
・
地
区
整
備
の
確
保
を
含
め
許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
対
象
性
を
巡
る

ゲ
マ
イ
ン
デ
と
建
築
主
と
の
争
い
は
建
築
許
可
手
続
に
お
い
て
処
理
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
の
定
め
方
は
こ
の
こ
と
を

明
確
に
し
て
い（
４９
）

る
。

五

ゲ
マ
イ
ン
デ
が
許
可
手
続
を
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
建
築
主
に
発
せ
ら
れ
る
宣
言
の
行
政
行
為
性
に
学
説
上
争
い
が
あ

る
。
建
築
活
動
の
迅
速
化
の
立
法
目
的
や
、
法
律
の
文
言
、
立
法
者
意
思
か
ら
は
行
政
行
為
性
が
否
定
さ
れ（
５０
）

る
。
学
説
上
、
行
政
行
為

性
を
肯
定
す
る
も
の
は
、
許
可
手
続
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
判
断
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
る
許
可
手
続
は
新
た
に

建
築
申
請
に
よ
り
開
始
さ
れ
る
の
で
手
続
が
異
な
る
こ（
５１
）

と
、
宣
言
の
効
果
と
し
て
、
そ
れ
が
違
法
な
判
断
に
基
づ
く
に
せ
よ
、
建
築
主

は
建
築
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く
建
築
を
適
法
に
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
挙
げ
る（
５２
）

が
、
建
築
主
が
同
一
内
容
の
建
築

案
を
建
築
許
可
行
政
庁
に
申
請
す
る
限
り
で
、
訴
訟
上
の
実
益
は
明
ら
か
で
な
い
。
手
続
法
上
の
意
義
と
し
て
、
附
款
、
確
約
、
理
由

付
記
等
が
挙
げ
ら
れ
る（
５３
）

が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
審
査
義
務
が
存
在
し
な
い
根
拠
に
鑑
み
れ
ば
、
妥
当
で
は
な
い
。

宣
言
が
発
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
期
間
が
経
過
す
る
こ
と
に
よ
り
法
律
に
基
づ
き
発
生
す
る
建
築
開
始
の
許
容
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
審
査

義
務
が
な
い
こ
と
に
対
応
し
て
、
許
可
に
比
し
て
建
築
主
に
と
っ
て
保
護
さ
れ
る
信
頼
は
乏
し
い
。
こ
れ
は
、
届
出
手
続
に
お
け
る
と

同
じ
で
あ
る
。
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五

終
わ
り
に

結
び
に
代
え
て
全
体
を
整
理
し
て
お
く
。
建
築
活
動
に
対
す
る
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
る
事
前
介
入
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
直
接
的
に
は

住
居
建
設
促
進
の
た
め
緩
和
さ
れ
た
が
、
一
方
で
建
築
主
の
建
築
活
動
に
対
す
る
自
己
責
任
、
他
方
で
そ
れ
ら
を
補
う
た
め
に
、
ゲ
マ

イ
ン
デ
の
協
力
、
手
続
民
間
化
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
（
二
（
２
）
二
、
三
（
２
）
二
、
三
（
３
）
二
）。
届
出
手
続
・
許
可
要
否

判
定
手
続
に
お
い
て
、
建
築
監
督
上
の
権
限
の
事
前
手
続
に
際
し
て
の
行
使
に
対
し
て
建
築
案
の
具
体
的
な
違
法
性
の
手
が
か
り
を
要

求
す
る
よ
う
に
限
界
が
引
か
れ
る
が
、
そ
の
際
、
住
居
建
設
の
迅
速
な
実
現
と
い
う
立
法
目
的
及
び
短
期
の
審
査
期
間
が
建
築
主
の
自

己
責
任
を
強
調
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（
三
（
２
）
三
、
四
（
４
）
四
）。
建
築
活
動
に
伴
う
紛
争
可
能
性
や
相
隣
関

係
上
の
利
害
の
調
整
は
立
法
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
ほ
か
（
二
（
１
）、
二
（
２
）
二
、
四
（
２
）
一
）、
解
釈
論
と
し
て
は
行
政
活
動

に
対
す
る
一
般
的
な
法
原
則
の
中
に
取
り
込
ま
れ
得
る
（
二
（
２
）
三
、
二
（
３
）
四
・
五
、
四
（
２
）
二
）。
現
在
の
各
ラ
ン
ト
の

建
築
秩
序
法
の
定
め
は
建
築
活
動
に
係
る
適
法
性
の
リ
ス
ク
を
建
築
主
に
適
切
に
配
分
し
た
も
の
と
い
え
る
か
、
不
明
で
あ
る
（
四

（
２
）（
５４
）

三
）。

建
築
活
動
に
対
す
る
個
別
的
な
事
前
介
入
手
続
に
期
間
制
限
を
設
け
て
も
、
建
築
主
に
と
っ
て
法
的
安
定
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ
れ

ば
事
前
介
入
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
緩
和
・
迅
速
化
の
達
成
は
困
難
で
あ
る
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
建
築
秩
序

法
は
一
九
九
九
年
の
改
正
に
よ
り
許
可
要
否
判
定
手
続
と
簡
略
許
可
手
続
の
選
択
権
を
建
築
主
に
付
与
し
た
が
（
六
七
条
一
項
三
文
）、

政
府
の
提
案
理
由
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
建
築
法
の
執
行
に
従
事
す
る
行
政
庁
に
よ
る
建
築
案
の
法
的
な
確
実
化
へ
の
持
続
的
な
需

要
が
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
分
か
る
。
許
可
要
否
判
定
手
続
に
よ
っ
て
望
ま
れ
て
い
た
行
政
庁
の
負
担
軽
減
は
達
成
さ
れ
な
か
っ（
５５
）

た
」
。

住
居
建
設
促
進
と
い
う
迅
速
化
の
立
法
目
的
は
、
事
前
介
入
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
緩
和
の
み
で
は
達
成
さ
れ
ず
、
建
築
主
と
の
間
で
適
切
に
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リ
ス
ク
を
配
分
し
得
る
実
体
法
・
手
続
の
必
要
な
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
で
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
相
隣
法
上
の
問
題
、
法
的
安

定
性
の
問
題
、
手
続
民
間
化
、
更
に
は
、
適
格
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
さ
れ
て
い
な
い
内
部
地
域
に
お
け
る
許
可
手
続
に
つ
い
て
は
、

今
後
検
討
を
加
え
た
い
。

（
１
）

連
邦
法
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
一
九
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
「
計
画
・
建
設
法
に
お
け
る
住
宅
建
設
の
簡
易
化
並
び
に
使
用
賃
貸
借
規

定
の
改
正
に
関
す
る
法
律
」
が
あ
り
、
そ
の
第
二
款
が
建
設
法
典
措
置
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
建
設
法
典
に
よ
る
建
設
基
本
計
画
の
策
定
等

に
際
し
て
緊
急
の
住
居
需
要
に
特
別
の
配
慮
を
払
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
時
限
立
法
で
あ
る
。
参
照
、
阿
部
成
治
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
建
築

迅
速
化
へ
の
制
度
改
正
」
福
島
大
学
地
域
研
究
三
巻
二
号
五
頁
（
一
九
九
一
年
）、「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
宅
建
設
の
た
め
の
緊
急
立
法
」
住

宅
四
一
巻
二
号
八
五
頁
（
一
九
九
二
年
）。
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
ラ
ン
ト
の
建
築
秩
序
法
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
石
崎
誠
也
「
ド
イ
ツ

に
お
け
る
建
設
許
可
手
続
へ
の
隣
人
参
加
」
法
政
理
論
三
〇
巻
一
号
二
七
頁
、
五
〇
頁
以
下
（
一
九
九
七
年
）。

筆
者
は
、
先
に
、
建
築
許
可
と
他
の
許
可
制
度
と
が
競
合
す
る
場
合
に
焦
点
を
当
て
て
、
建
築
許
可
手
続
に
お
け
る
包
括
的
な
審
査
の
意

義
や
そ
の
範
囲
等
を
論
じ
た
が
（
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
建
築
許
可
の
規
律
内
容
―
―
許
可
の
競
合
を
中
心
に
―
―
」
阪
大
法
学
五
一
巻

一
号
二
六
五
頁
（
二
〇
〇
一
年
））、
こ
れ
は
伝
統
的
な
建
築
許
可
手
続
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
変
容
の
一
端
を
紹
介

・
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
２
）

参
照
、
大
橋
洋
一
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
と
し
て
の
行
政
シ
ス
テ
ム
」『
対
話
型
行
政
法
学
の
創
造
』
二
頁
、
六
―
八
頁
（
弘
文

堂
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）。

（
３
）

K
arsten

-M
ich

ael
O

rtloff,
A

bsch
ied

von
der

B
au

gen
eh

m
igu

n
g

―B
egin

n
besch

leu
n

igten
B

au
en

s?,
N

V
w

Z
1995,

112,119.

（
４
）

V
gl.

H
elm

u
t

G
oerlich

,
M

aterielle
Z

iele,
P

rivatisieru
n

g,
F

u
n

ktion
en

der
V

erw
altu

n
g

u
n

d
die

S
tellu

n
g

des

B
ü

rgers
:

B
em

erku
n

gen
am

B
eispieldes

n
eu

en
B

au
ordn

u
n

gsrech
ts

in
den

L
än

dern
,in

:
W

olfgan
g

H
offm

an
n

-R
iem

/

Jen
s-P

eter
S

ch
n

eider
(H

rsg.),
V

erfah
ren

sprivatisieru
n

g
im

U
m

w
eltrech

t,
1996,

S
.

147,
149,

151
;

R
ein

er
S

ch
m

idt,

D
ie

R
eform

von
V

erw
altu

n
g

u
n

d
V

erw
altu

n
gsrech

t,V
erw

A
rch

91
(2000),149,164

;
C

h
ristian

C
alliess,Ö

ffen
tlich

es
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u
n

d
privates

N
ach

barrech
t

als
w

ech
selseitige

A
u

ffan
gordn

u
n

gen
,D

ie
V

erw
altu

n
g

34
(2001),169,169

f.

（
５
）

大
橋
・
前
掲
註
（
２
）
八
頁
は
、
こ
れ
を
許
可
免
除
手
続
と
訳
す
。
し
か
し
、
本
手
続
の
適
用
対
象
に
該
当
す
る
限
り
は
実
体
法
上
義

務
が
存
在
し
な
い
と
い
う
思
考
が
建
築
主
の
自
己
責
任
を
背
景
に
見
ら
れ
、
ま
た
、
本
手
続
の
特
徴
が
建
築
監
督
上
の
権
限
が
本
来
存
し
な

い
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
許
可
要
否
の
判
定
に
あ
る
の
で
（
後
述
四
（
４
））、
許
可
を
受
け
る
義
務
の
存
否
と
は
中
立
的
な
表
現
と
し
て
許
可

要
否
判
定
手
続
と
訳
す
。

（
６
）

建
築
活
動
に
対
す
る
事
前
介
入
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
緩
和
・
迅
速
化
は
、
型
式
許
可
制
度
、
許
可
手
続
に
お
け
る
期
間
制
限
と
そ

の
担
保
と
し
て
の
許
可
の
擬
制
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
る
。
後
者
は
許
可
手
続
を
届
出
手
続
に
接
近
さ
せ
る
た
め
問
題
が
多
い
。
こ
れ
は
、
今

後
の
検
討
に
委
ね
る
。

（
７
）

V
gl.M

ich
aelB

on
ifacio,D

as
G

en
eh

m
igu

n
gsfreistellu

n
gsverfah

ren
n

ach
§

67
B

au
O

N
W

,1998,S
.58

ff.;
T

h
om

as

G
n

atzy,V
erfah

ren
sliberalisieru

n
g

im
B

au
ordn

u
n

gsrech
t

der
L

än
der,1999,S

.217
ff.;

U
lfM

atyssek,N
ach

barsch
u

tz

im
öffen

tlich
en

B
au

rech
t

in
den

F
ällen

der
G

en
eh

m
igu

n
gsfreistellu

n
g

(§
67

B
au

O
N

W
),2003,S

.81
ff.

（
８
）

V
gl.H

en
n

in
g

Jäde,M
u

sterbau
ordn

u
n

g
2002

―ein
Ü

berblick,N
V

w
Z

2003,668,669.

（
９
）

G
n

atzy,a.a.O
.(N

.7),S
.224.

（
１０
）

参
照
、
拙
稿
・
前
掲
註
（
１
）
二
八
一
―
三
頁
。

（
１１
）

V
gl.G

n
atzy,a.a.O

.(N
.7),S

.226.

（
１１
ａ
）

G
n

atzy,a.a.O
.(N

.7),S
.227.

（
１２
）

V
gl.G

n
atzy,a.a.O

.(N
.7),S

.230
f.

（
１３
）

M
ich

aelU
ech

tritz,N
ach

barrech
tssch

u
tz

beider
E

rrich
tu

n
g

von
W

oh
n

gebäu
den

im
F

reistellu
n

gs-,A
n

zeige-u
n

d

verein
fach

ten
V

erfah
ren

,N
V

w
Z

1996,640,642.

（
１４
）

V
gl.B

V
erw

G
E

42,115,117
;

61,128,130
f.

（
１５
）

か
か
る
審
査
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
学
説
も
あ
る
。V

gl.
C

h
ristin

a
P

resch
el,

A
bbau

der
präven

tiven
bau

au
fsich

tlich
en

P
rü

fu
n

g
u

n
d

R
ech

tssch
u

tz,D
Ö

V
1998,45,47

;
M

ario
M

artin
i,B

au
rech

tsverein
fach

u
n

g
u

n
d

N
ach

barsch
u

tz,D
V

B
l.

2001,1488,1489.
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（
１６
）

G
n

atzy,a.a.O
.(N

.7),S
.232

f.

（
１７
）

V
gl.

U
ech

tlitz,
a.

a.
O

.
(N

.
13

),
S

.
642.

な
お
、
事
前
介
入
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
緩
和
さ
れ
る
場
合
に
事
後
介
入
権
限
の
行
使
に
係

る
隣
人
の
請
求
権
の
成
立
要
件
が
緩
や
か
に
解
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
請
求
権
成
立
の
た
め
に
必
要
な
違
法
性
の
程

度
と
し
て
、
隣
人
の
重
要
な
法
益
或
い
は
隣
人
保
護
規
範
へ
の
重
大
な
違
反
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（W

in
fried

B
roh

m
,

Ö
ffen

tlich
es

B
au

rech
t,3.A

u
fl.,2001,S

.567.

）。
相
隣
法
に
関
連
す
る
問
題
は
今
後
検
討
し
た
い
。

（
１８
）

B
V

erw
G

E
20,

12,
15.

建
築
監
督
行
政
庁
は
建
築
許
可
手
続
に
お
け
る
の
と
同
様
に
建
築
案
が
公
法
規
定
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
を

審
査
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
届
出
に
よ
る
建
築
開
始
の
効
力
を
建
築
許
可
の
擬
制
と
す
る
考
え
が
生
じ
た
（H

artm
u

t
S

öh
n

,

S
tillsch

w
eigen

de
G

en
eh

m
igu

n
g

beim
an

zeigepflich
tigen

B
au

vorh
aben

,D
Ö

V
1968,689,691

f.

）。

（
１９
）

G
n

atzy,a.a.O
.(N

.7),S
.94

ff.

（
２０
）

G
n

atzy,a.a.O
.(N

.7),S
.264

f.

（
２１
）

V
gl.

A
m

el
A

l-S
h

ajlaw
i,

D
as

K
en

n
tisgabeverfah

ren
gem

.
§

51
L

B
O

u
n

ter
beson

derer
B

erü
cksich

tigu
n

g
der

R
ech

tsstellu
n

g
des

B
au

h
errn

,1998,S
.44.

（
２２
）

A
l-S

h
ajlaw

i,a.a.O
.(N

.21),S
.49,52

f.

（
２３
）

A
l-S

h
ajlaw

i,a.a.O
.(N

.21),S
.44.

四
項
二
号
乃
至
四
号
の
判
断
に
「
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
協
働
（M

itw
irku

n
g

）
が
必
要
で
あ
る
」

と
い
う
提
案
理
由
（B
W

L
T

-D
rs.

11/5337,
S

.
113.

）
を
、
建
築
監
督
行
政
庁
の
権
限
に
疑
い
が
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
の

行
政
庁
へ
の
協
力
義
務
が
定
め
ら
れ
た
と
理
解
す
る
（A

l-S
h

ajlaw
i,a.a.O

.(N
.21),S

.53.

）。

（
２４
）

建
築
主
の
権
利
保
護
手
段
と
し
て
一
般
的
給
付
訴
訟
、
確
認
訴
訟
を
説
く
も
の
が
あ
る
が（A

l-S
h

ajlaw
i,a.a.O

.(N
.21),S

.150
f.

）、

そ
の
実
益
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
許
可
要
否
判
定
手
続
に
お
け
る
同
種
の
問
題
は
後
述
四
（
３
）
で
扱
う
。

（
２５
）

註
（
５
）。
な
お
、
各
ラ
ン
ト
の
建
築
秩
序
法
に
よ
り
一
定
規
模
・
能
力
の
あ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
下
級
建
築
監
督
行
政
庁
に
な
る
こ
と
が

あ
る
。

（
２６
）

な
お
、
許
可
を
受
け
る
義
務
を
課
さ
れ
な
い
建
築
案
・
建
築
設
備
も
建
築
秩
序
法
に
定
め
ら
れ
る
実
体
法
に
違
反
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

ず
な
い
。
二
〇
〇
二
年
の
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
六
一
条
は
許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
対
象
と
区
別
す
る
た
め
に
「
手
続
不
要
」
と
い
う
文

言
を
用
い
る
。
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（
２７
）

例
え
ば
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
建
築
秩
序
法
六
七
条
一
項
。
な
お
、
一
九
九
九
年
改
正
前
は
バ
イ
エ
ル
ン
建
築
秩

序
法
六
四
条
一
項
の
よ
う
に
�
に
地
域
的
な
建
築
規
定
へ
の
適
合
も
含
ま
れ
て
い
た
。
な
お
、
モ
デ
ル
建
築
秩
序
法
六
二
条
二
項
は
、
要
件

�
を
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
期
間
内
に
、
許
可
手
続
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
な
い
こ
と
或
い
は
建
設
法
典
一
五
条
一
項
二
文
に
定
め

ら
れ
る
暫
定
的
な
拒
否
を
申
請
し
な
い
と
き
と
す
る
。

（
２８
）

事
業
主
体
は
、
�
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
協
議
し
た
上
で
事
業
地
区
整
備
計
画
を
作
成
し
そ
の
提
出
に
よ
り
計
画
策
定
手
続
を
発
案
で
き
、
�

一
定
の
期
間
内
に
事
業
地
区
整
備
計
画
に
沿
っ
た
建
設
を
行
う
こ
と
、
そ
の
計
画
費
用
・
地
区
整
備
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
を
実

施
契
約
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
参
照
、
野
田
崇
「
ド
イ
ツ
都
市
建
設
法
に
お
け
る
行
政
と
私
人
の
協
力
（
一
）」
法
学
論
叢
一
四
五
巻

六
号
二
五
頁
（
一
九
九
九
年
）。

（
２９
）

D
ietm

ar
M

am
pel,

V
er(de)regu

liert
:

E
in

ige
Ü

berlegu
n

gen
zu

m
B

au
gen

eh
m

igu
n

gs-F
reistellu

n
gsverfah

ren
,

N
V

w
Z

1996,1160,1161
;

G
n

atzy,a.a.O
.(N

.7),S
.279.

（
３０
）

建
設
法
典
三
〇
条
と
は
若
干
異
な
る
文
言
を
用
い
る
場
合
、
ラ
ン
ト
立
法
者
に
よ
り
意
図
さ
れ
た
も
の
か
、
ま
た
、
そ
の
是
非
が
解
釈

上
問
題
に
な
り
得
る
。

（
３１
）

�
を
許
可
要
否
判
定
手
続
の
適
用
対
象
を
画
す
る
た
め
に
用
い
な
い
も
の
に
、
ベ
ル
リ
ン
建
築
秩
序
法
五
六
ａ
条
が
あ
る
。
こ
れ
は
許

可
要
否
判
定
手
続
の
中
で
建
設
計
画
法
上
の
例
外
・
免
除
の
た
め
の
特
別
の
手
続
を
経
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
（P

eter
von

F
eldm

an
n

,
G

en
eh

m
igu

n
gsfreistellu

n
g

u
n

d
verein

fach
tes

B
au

gen
en

m
igu

n
gsverfah

ren
in

B
erlin

,1997,S
.13

f.

）。
そ
の
他
、
建
設
計
画
法
上
の
事
前
決
定
を
得
た
場
合
を
適
用
対
象
に
拡
大
す
る
も
の
が
あ
る
。

（
３２
）

B
on

ifacio,a.a.O
.(N

.7),S
.72.

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
建
築
秩
序
法
の
一
九
九
九
年
改
正
の
政
府
提
案
理
由
は
、

こ
の
条
文
の
適
用
事
例
を
適
用
対
象
か
ら
外
し
て
い
た
行
政
実
務
は
立
法
者
の
意
図
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
述
べ
る
（N

W
L

T
-D

rs.

12/3738,S
.85.

）。

（
３３
）

V
gl.

H
en

n
in

g
Jäde/

M
on

ika
W

ein
l/

F
ran

z
D

irn
berger,

S
ch

w
erpu

n
kte

des
n

eu
en

B
au

ordn
u

n
gsrech

ts,
B

ayV
B

l.

1994,321,325.

（
３４
）

M
atyssek,a.a.O

.(N
.7),S

.90.

（
３５
）

B
on

ifacio,a.a.O
.(N

.7),S
.73.
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（
３６
）

V
gl.S

tefan
K

orioth
,D

er
A

bsch
ied

von
der

B
au

gen
eh

m
igu

n
g

n
ach
§

67
B

au
O

N
W

1995,D
Ö

V
1996,665,671.

（
３７
）

M
u

sterbau
ordn

u
n

g
(M

B
O

)

―B
egrü

n
du

n
g

der
F

assu
n

g
N

ovem
ber

2002

―,
S

.
6

f.
(h

ttp
://w

w
w

.is-argebau
.de/

D
oku

m
en

te/4231757.pdf

﹇
二
〇
〇
四
年
一
月
六
日
﹈
以
下
、B

egrü
n

du
n

g

と
略
記
す
る
。）

（
３８
）

B
on

ifacio,a.a.O
.(N

.7),S
.79

f.

な
お
、
こ
の
こ
と
は
届
出
手
続
に
も
妥
当
す
る
。

（
３９
）

ベ
ル
リ
ン
建
築
秩
序
法
五
六
ａ
条
四
項
が
そ
の
例
で
あ
る
。
な
お
、
許
可
要
否
判
定
手
続
が
建
築
監
督
行
政
庁
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
の

は
都
市
国
家
（S

tadtstaat

）
の
た
め
で
あ
る
。V

gl.B
on

ifacio,a.a.O
.(N

.7),S
.35.

（
４０
）

B
on

ifacio,a.a.O
.(N

.7),S
.82.

（
４１
）

な
お
、
法
的
安
定
性
の
保
障
に
つ
い
て
、
そ
の
他
、
そ
の
適
合
性
が
審
査
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
規
範
、
特
に
、
地
区
詳
細
計
画
が
そ
の
後

に
違
法
・
無
効
と
さ
れ
た
場
合
の
問
題
が
あ
る
。
相
隣
法
の
問
題
と
併
せ
て
、
後
日
、
検
討
し
た
い
。

（
４２
）

G
n

atzy,a.a.O
.(N

.7),S
.280.

（
４３
）

B
on

ifacio,a.a.O
.(N

.7),S
.129.

な
お
、権
限
が
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
そ
の
た
め
に
要
す
る
期
間
は
簡
略
許
可
手
続
に
お

け
る
処
理
期
間
よ
り
長
い
こ
と
が
通
常
な
の
で
、
許
可
要
否
判
定
手
続
に
戻
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（B

on
ifacio,a.a.O

.(N
.7),S

.129
f.

）。

（
４４
）

B
on

ifacio,a.a.O
.(N

.7),S
.138

;
G

n
atzy,a.a.O

.(N
.7),S

.289.

（
４５
）

B
on

ifacio,a.a.O
.(N

.7),S
.132,139.

（
４６
）

B
V

erw
G

E
72,300,324.

（
４７
）

V
gl.G

n
atzy,a.a.O

.(N
.7),S

.370
ff.;

B
egrü

n
du

n
g,S

.89.

（
４８
）

B
ern

d
H

.
S

ch
u

lte,
B

u
n

desrech
tsw

idrige
B

au
gen

eh
m

igu
n

gsfreistellu
n

g
von

W
oh

n
gebäu

den
du

rch

L
an

desbau
ordn

u
n

gen
?,B

au
R

1995,174,184
;

K
orioth

,a.a.O
.(N

.36),S
.667

ff.

（
４９
）

V
gl.B

egrü
n

du
n

g,S
.89.

（
５０
）

N
W

L
T

-D
rs.11/7153,S

.182.

（
５１
）

G
n

atzy,a.a.O
.(N

.7),S
.293

f.

（
５２
）

B
on

ifacio,a.a.O
.(N

.7),S
.163.

（
５３
）

V
gl.B

on
ifacio,a.a.O

.(N
.7),S

.180
ff.

ドイツにおける建築活動に対する事前介入手続の変容
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(

５４)
V

gl.S
tefan

O
eter,B

au
rech

tsverein
baru

n
g,D

rittsch
u

tz
u

n
d

die
E

rfordern
isse

w
irksam

en
R

ech
tssch

u
tzes,D

V
B

l.

1999,189,197.

（
５５
）

N
W

L
T

-D
rs.12/3738,S

.85
f.

﹇
付
記
﹈

本
稿
は
平
成
一
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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